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【第77号議案】 

 

 

 

特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するため

の県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務

手当に関する条例 

 

１ 提案理由 

新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫作業等従事手当を廃止すると

ともに、今後、新型インフルエンザ等に該当する新型コロナウイルス感染症の

変異株により生じた事態その他の新型インフルエンザ等により生じた事態に対

処するため、教職員の特殊勤務手当について定める必要がある。 

 

２ 条例の概要 

特定新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定す

る新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る政府対策本部が

設置されたもの（教育委員会規則で定めるものに限る。）をいう。以下同

じ。）対策に従事した教職員に対し、特殊勤務手当を措置 

  手当の種類 

防疫作業等従事手当 

  支給対象業務 

特定新型インフルエンザ等から幼児、児童又は生徒の生命及び健康を保護

するために行われた措置に係る作業であって教育委員会規則で定めるもの 

  手当額 

１日につき、4,000円を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額 

  新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための県立学校の

教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

総 務 委 員 会 資 料 

令和５年６月29日・30日 

教 育 庁 総 務 課 
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【別紙】 

教員の負担軽減対策 

 

１．現状・課題 

 ・ 「教職員の働き方改革プラン（H31 年３月）」を策定し、学校内の業務削減・効率化やサポー

ト人材の配置等の対策を実施。 

 ・ これまでの取組により、全校種で時間外勤務が大きく減少し、月 45 時間以内の目標を達成

するなどの成果が出ているが、年 360 時間以内とする目標は未達成。 

 

 ・ こうした中、教員志望者が年々減少するなど、教員不足が深刻化している。この背景には、

時間外勤務や保護者対応等を含めた勤務環境への懸念・不安等も存在していると考えられるこ

とから、教員確保のためにも、働き方改革及び教職員へのサポート強化が不可欠。 

 

２．対応 

 ・ 学校の抱える課題の複雑化・困難化に対応するため、高い専門性を有する人材が学校を支え

る体制を充実し、教職員の働き方改革を加速させる。 
 

（単位：千円）

No. 区分 対策 補正額 説明

① 新規 スクールロイヤー配置 3,200
学校や教育委員会からの法律相談を受ける体制
を整備

② 新規 教員の相談体制の整備 4,742
教科指導等の相談を受ける、元管理職２名の相
談員を配置

③ 拡充
スクールカウンセラーの配置
拡充

14,175
１校あたり８時間の配置拡充
（国1/3、県2/3）【補正後の額 138,364千円】

④ 拡充
スクールソーシャルワーカー
（スーパーバイザー）の配置
拡充（※）

1,968
県内（松江市を除く）市町村教育委員会等への
訪問や意見交換等の実施を拡大
（国1/3、県2/3）【補正後の額 4,160千円】

24,085

（※）スクールソーシャルワーカーに対する指導助言を実施 

合計
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教職員を支える専門スタッフ等の配置充実 

 

 

管理職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手 

教員 

現状：スクールソーシャルワーカー(SSW)が対 

応 

課題：対応に苦慮する学校の中には、SSW の

活動内容が浸透していない学校もあ

り、活用が不十分。 

→SSW の活用を促すスーパーバイザーの取

組強化等が必要 

問題行動等の背景・環境面への相談 
スーパーバイザーの活動時間を

１人あたり 150 時間の増（合計 300

時間の増） 

<現 状： 50h/年×２人> 

<拡充後：200h/年×２人> 

現状：教員、スクールカウンセラー(SC)が対応 

課題：教員の業務過多で十分対応できない実

情。SC の教員支援・研修の実施は不十

分。不登校児童生徒は増。 

→SC 対応の増が必要 

児童生徒の悩みや不安への相談 「スクールカウンセラー」拡充 

スクールカウンセラーの活動時

間を１校あたり８時間の増 

<現 状：４h/回×18 回×343 校> 

<拡充後：４h/回×20 回×343 校> 

 

現状：校内の同僚・管理職で対応  

課題：各種対応に追われ相談を受けにくい。

若手教員が孤立し相談しにくいケー

スも。 

→気軽に相談できる窓口が必要 

学習指導等の日常業務の相談 「教員サポーター」配置 

 元管理職を県教育センターに

配置し、電話相談窓口設置 

「スクールロイヤー」配置 

 新たにスクールロイヤー(弁護

士)を配置し、困難事案等に関する

学校の相談に法的観点から助言 
現状：校内対応、又は教育委員会が対応 

課題：対応困難事案増、対応長期化、困難化

で教員の負担は激増。 

弁護士への相談体制は不十分。 

→学校が弁護士に相談できる体制が必要 

困難事案、学校事故等の対応 

＜現状と課題＞ ＜対策＞ 

【① 新規】 

【② 新規】 

【③ 拡充】 

【④ 拡充】 

「スクールソーシャルワーカー」拡充 
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江津地域の今後の県立高校の在り方について 

 

１ 現状 

近年の少子化の影響や進学先の多様化により、江津地域における現状の県立高校の配置では、

望ましい教育環境を将来にわたって維持することが難しくなっており、抜本的対応と教育の更な

る質の向上が必要 

 

   江津高校と江津工業高校の入学者数等 

高校 年度 H31 R2 R3 R4 R5 5年平均 

江津高校 

定員 80 80 80 80 80 80 

入学者数 72 55 57 60 66 62 

定員充足率 90.0％ 68.7％ 71.2％ 75.0％ 82.5％ 77.5％ 

江津工業

高校 

定員 80 80 80 80 80 80 

入学者数 50 55 49 41 45 48 

定員充足率 62.5％ 68.7％ 61.2％ 51.2％ 56.2％ 60.0％ 

 

  江津市内中学校卒業者数推移      

卒業年月 R3.3 R4.3 R5.3 … R8.3 … R14.3 

中学校卒業者数 190 190 180 … 148 … 140 

R5.3比 ＋10 ＋10 － … △32 … △40 

※ R8.3とR14.3の卒業者数は、令和5年5月1日現在の小中学校在籍者数より推計 

 

  江津市内中学校卒業者のうち高校（全日制）進学者の内訳 

年度 R3 R4 R5 … R8 

江津高校 
47 

(+市外10) 

46 

(+市外14) 

45 

(+市外21) 
… 

35 

(+市外11) 

江津工業高校 
20 

(+市外29) 

20 

(+市外21) 

20 

(+市外25) 
… 

15 

(+市外33) 

私立高校及び 

その他地域 
109 111 97 … 93 

計 176 177 162 … 143 

 ※ R8の進学者は、令和4年度までの入学者数により推計 

 

総 務 委 員 会 資 料 

令和５年６月29日・30日 

学  校  企  画  課 
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２ 基本的な方針（案） 

・ 江津地域の子どもたちの進路の選択肢の確保と、教育活動の充実を最優先に考え検討 

・ １学年２学級の江津高校と江津工業高校を統合し、新たに１学年３学級の高校を設置  

・ 江津高校が築いてきた地域連携による進学を念頭においた学びを継承 

・ 江津工業高校の伝統を生かすとともに、県西部の工業教育へのニーズに対応できるよう、 

工業教育の更なる魅力化を検討 

・ 工業教育の実習施設・設備が必要であることから、新設校は江津工業高校の場所を念頭 

・ 開校する時期は、教育課程の検討と、それを踏まえた施設整備のため、令和10年度前後 

 を想定 

 

＜新設校のイメージ＞ 

 

３ 今後のスケジュール 

６月30日（金） 

７月中 

 

 

 

８月９日（水） 

 

        

 江津市へ説明 

地域・学校関係者へ説明 

※ 地域説明会（予定） 

７月15日（土） 13:30～ 

江津市総合市民センター（ミルキーウェイホール） 

島根県総合教育審議会へ諮問 

 

 

想定される学び １学年当たりの学級数 

進学を念頭に置いた学び 

・ 看護・栄養・保育などの資格職

をめざすコース 

・ 文系進学をめざすコース 

１学級 

２学科 

３学級 

工業教育の更なる魅力化 

・ 機械系 

・ ロボット制御系 

・ 建築系 

・ 電気系 

２学級 
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令和７年度全国高等学校総合体育大会（中国ブロック開催）島根県準備会 
の設立について 

 

１ 大会概要 

   令和７年度全国高等学校総合体育大会については、広島県を幹事県として中国ブロッ

クで開催 

    

  大会日程 

    令和７年７月下旬～８月下旬 （日程の詳細は令和６年４月に決定） 

 

  島根県開催競技種目及び会場地市町（予定会場） 

・ 体操（体操競技）   浜田市（島根県立体育館） 

・ バレーボール（男子） 松江市（松江市総合体育館、鹿島総合体育館） 

・ レスリング      雲南市（三刀屋文化体育館） 

・ フェンシング     安来市（安来市民体育館） 

・ なぎなた       出雲市（出雲市新体育館（仮称）） 

・ カヌー        美郷町（信喜コース（仮称）） 

（ 計 ６競技６種目 ） 

 

＜参考：中国各県の開催競技等＞ 

県 名 競 技 ・ 種 目 

広島県 
（７競技８種目） 

総合開会式／陸上競技／水泳（競泳・飛込）／ボート／剣道／ 

テニス／登山／少林寺拳法 

鳥取県 

（５競技６種目） 

相撲／弓道／自転車競技（トラック・ロード）／ホッケー／ 

ウエイトリフティング 

岡山県 

（７競技７種目） 

バスケットボール／バレーボール（女子）／柔道／空手道／ 

ハンドボール／ソフトボール／ボクシング 

山口県 

（６競技６種目） 

体操（新体操）／水泳（水球）／卓球／ソフトテニス／ 

バドミントン／アーチェリー 

      ※固定開催 和歌山県：ヨット 福島県：サッカー（男子）北海道：サッカー（女子） 

 

２ 島根県準備会の設立    

   目的 

    令和７年度全国高等学校総合体育大会を開催するために必要な事業を行う。 

 

  設立日及び第１回準備会総会開催日（予定）  

令和５年７月４日（火） 

 

  構成機関 

県教育委員会、会場地市町、県高等学校体育連盟、県スポーツ協会、関係競技団体 

 

３ 今後の予定 

令和６年度 島根県及び会場地市町に実行委員会を設立 

総 務 委 員 会 資 料 

令和５年６月 29 日・30 日 

保 健 体 育 課 
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